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【栄養保持を目的とした医薬品の品目について】（その4）
質問 回答

33

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和8

年3月5日保医発 0305第6号）に、「栄養保持を目的とした医薬品とは、薬効

分類がたん白アミノ酸製剤に分類される医薬品のうち、効能又は効果が「一

般に、手術後患者の栄養保持」であるものであって、用法及び用量に経口

投与が含まれるものをいう。」とあるが、栄養保持を目的とした医薬品に該

当する具体的な品目は、次のとおりでよいか。

・イノラス配合経腸用液

・エネーボ配合経腸用液

・エンシュア・H

・エンシュア・リキッド

・ツインラインNF配合経腸用液

・ラコールNF配合経腸用液

そのとおり。

2

ベースアップ評価料等の対象職員について、

保険医療機関等に直接雇用されていない場合

であっても、「疑義解釈資料の送付について（そ

の2）」（令和8年4月1日事務連絡）別添2の問2

において、一定の要件を満たす場合は、「派遣

職員（「労働者派遣事業の適正な運営の確保及

び派遣労働者の保護等に関する法律」（昭和

60年法律第88号）の第2条第2項に該当する職

員をいう。）に限り対象とすることを可能とす

る。」とあるが、この場合、派遣職員の賃金改

善に伴い増加する消費税分について、区分計

算及び実績報告書における取扱い如何。

派遣職員の賃金改善に伴い増加する消費税

分については、実績報告書上、「ベア等に

伴う賞与、時間外手当、法定福利費（事業

者負担分等を含む。）等の増加分に用いた

額」として計上すること。ただし、外来・

在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）、入院ベー

スアップ評価料、歯科外来・在宅ベースア

ップ評価料（Ⅱ）及び訪問看護ベースアッ

プ評価料（Ⅱ）の区分計算における「月額

賃金総額」については、派遣職員の賃金改

善に伴い増加する消費税分を含めないこと。

【ベースアップ評価料】（その4）
質問 回答

1

外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）及び（Ⅱ）、歯科外来・在宅ベースア

ップ評価料（Ⅰ）及び（Ⅱ）、入院ベースアップ評価料の対象職員について、

「当該保険医療機関に勤務する職員」とあるが、保険医療機関の開設者及び

管理者並びに法人の代表者及び役員はいずれも含まれないか。

そのとおり。

（4面から）
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江
戸
城
本
丸
を
歩
き
ま
し
ょ
う
。
将

軍
と
大
大
名
の
専
用
口
大
手
門
か
ら
入

り
ま
す
。
元
は
木
橋
で
し
た
。
橋
前
の

広
場
で
は
、
大
勢
の
従
者
が
殿
の
下
城

を
待
っ
て
お
り
ま
し
た
。
門
の
白
壁
に

あ
る
鉄
砲
狭
間
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

中
へ
入
る
と
三
の
丸
で
す
。
小
大
名

や
旗
本
は
南
の
内
桜
田
門
か
ら
三
の
丸

に
入
り
ま
す
。
さ
ら
に
少
し
進
む
と
大

手
三
之
門
で
す
。
広
い
水
堀
の
橋
台
地

に
下
乗
橋
が
架
か
り
、
現
存
す
る
正
面

の
石
垣
の
間
に
高
麗
門
が
あ
り
ま
し

た
。
御
三
家
以
外
の
大
名
は
こ
こ
で
駕

籠
を
降
り
、
数
人
の
供
を
連
れ
て
二
の

丸
に
入
っ
て
行
き
ま
し
た
。

　

大
手
三
之
門
の
枡
形
虎
口
か
ら
は
、

精
巧
な
切
込
接
の
石
垣
が
続
き
ま
す
。

巨
石
石
積
み
の
白
は
瀬
戸
内
海
、
黒
は

伊
豆
か
ら
運
ば
れ
て
き
た
も
の
で
す
。

中
之
門
に
は
、
有
名
な
明
治

初
期
の
写
真
※

が
あ
り
ま
す

か
ら
、
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て

見
比
べ
る
と
門
の
本
来
の
姿

を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

中
之
門
を
抜
け
る
と
、
石

垣
に
圧
倒
さ
れ
る
坂
道
で

す
。
心
細
い
気
持
ち
で
歩
い

た
お
殿
様
も
い
た
に
違
い
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
御
三
家

も
駕
籠
を
降
り
る
中
雀
門
を

過
ぎ
れ
ば
、
今
は
大
芝
生
に

な
っ
て
い
る
本
丸
跡
と
な
り

ま
す
。
富
士
見
櫓
と
富
士
見

多
門
を
見
学
し
終
え
た
ら
、
大
芝
生
で

江
戸
城
至
福
の
ひ
と
時
を
過
ご
し
ま
す
。

　

汐
見
坂
を
下
り
、
二
の
丸
の
日
本
庭

園
に
行
く
と
、
外
国
人
観
光
客
で
い
っ

ぱ
い
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
語
な
ど
各
国
の

会
話
が
耳
に
入
っ
て
き
ま
す
。

　

本
丸
天
守
台
に
戻
り
ま
す
。
明
暦
の

大
火
で
は
天
守
が
焼
け
落
ち
た
た
め
、

加
賀
前
田
家
が
、
こ
の
新
し
い
白
い
天

守
台
を
献
上
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
家

光
弟
の
保
科
正
之
は
、
民
の
暮
ら
し
再

生
を
優
先
し
天
守
再
建
計
画
を
却
下
。

そ
の
後
天
守
は
築
か
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

最
近
、
観
光
振
興
の
た
め
に
再
建
運

動
が
あ
り
ま
す
が
、
正
之
な
ら
「
あ
ま

た
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
が
来
た
れ
ば
、
天
守

再
建
不
要
で
ご
ざ
る
。
そ
の
費
え
、
窓

口
負
担
ゼ
ロ
に
使
う
が
よ
か
ろ
う
。
」

と
言
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
後
は
、
北
桔
橋
門
を
出
て
、
竹
橋

門
跡
と
平
川
門
を
見
て
、
将
門
塚
を
お
参

り
し
て
帰
り
ま
す
。（
次
回
は
山
中
城
）

お城の歩き方

肩
・
肘
の
関
節
の
強
直
が
進
み
、

最
終
的
に
は
歩
行
も
困
難
に
な

っ
た
。
そ
れ
で
も
彼
は
決
し
て

絵
筆
を
置
く
こ
と
は
な
か
っ

た
。
む
し
ろ
、
身
体
的
な
制
約

が
増
す
に
つ
れ
て
、
よ
り
鮮
や

か
で
生
命
力
に
満
ち
た
作
品
に

な
っ
て
い
っ
た
。
ル
ノ
ワ
ー
ル

の
適
応
戦
略
は
現
代
の
患
者
に

と
っ
て
も
学
ぶ
べ
き
点
が
多

い
。
彼
は
問
題
焦
点
型
と
感
情

焦
点
型
の
両
方
の
対
処
法
を
巧

み
に
使
い
分
け
て
い
た
。

　

物
理
的
な
制
約
に
対
し
て

は
、
水
平
シ
リ
ン
ダ
ー
と
ク
ラ

ン
ク
を
使
い
、
大
き
な
キ
ャ
ン

バ
ス
の
特
定
の
部
分
を
手
の
届

く
範
囲
に
持
っ
て
く
る
シ
ス
テ

ム
を
考
案
し
、
筆
を
握
れ
な
く

な
る
と
柔
ら
か
い
布
で
包
ん
だ

握
り
こ
ぶ
し
に
筆
を
固
定
し
て

も
ら
っ
た
。
パ
レ
ッ
ト
は
膝
の

間
に
挟
み
、
後
に
は
車
椅
子
に

取
り
付
け
て
左
右
に
回
転
で
き

る
よ
う
に
工
夫
し
た
。

　

心
理
的
な
適
応
に
お
い
て

も
、
活
動
の
ペ
ー
ス
を
調
整
し

制
限
を
受
け
入
れ
、
絵
画
を
通

じ
て
人
生
の
意
味
を
見
出
し
続

け
た
。
た
だ
し
、
家
族
や
友
人

の
支
援
を
受
け
入
れ
な
が
ら

も
、
決
し
て
自
分
を
障
害
者
と

見
な
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

特
に
印
象
的
な
の
は
、
１
９

１
２
年
の
出
来
事
で
あ
る
。
１

９
０
７
年
以
降
、
次
第
に
歩
行

が
困
難
に
な
り
、
車
椅
子
生
活

に
な
っ
て
い
た
。
著
名
な
医
師

の
治
療
に
よ
り
２
年
ぶ
り
に
歩

い
た
も
の
の
、
数
週
間
後
に
歩

く
こ
と
を
放
棄
し
た
。「
歩
く

に
は
全
て
の
意
志
力
が
必
要

で
、
絵
を
描
く
た
め
の
力
が
残

ら
な
い
」
と
語
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
決
断
は
、
彼
に
と
っ
て
絵

画
が
い
か
に
重
要
な
存
在
で
あ

っ
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

晩
年
の
関
節
リ
ウ
マ
チ
が
最

も
重
篤
な
状
態
に
あ
っ
た
時
期

に
、
最
も
素
晴
ら
し
い
作
品
の

　

印
象
派
の
巨
匠
ピ
エ
ー
ル
＝

オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ル
ノ
ワ
ー
ル

（
１
８
４
１
―
１
９
１
９
）
の

名
前
を
聞
け
ば
、
誰
も
が
色
彩

豊
か
で
温
か
み
の
あ
る
作
品
を

思
い
浮
か
べ
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
こ
の
偉
大
な
画
家
が
人
生

最
後
の
２０
年
間
を
、
慢
性
関
節

リ
ウ
マ
チ
と
闘
い
な
が
ら
創
作

活
動
を
続
け
て
い
た
こ
と
を
知

る
人
は
少
な
い
。

　

ル
ノ
ワ
ー
ル
の
関
節
リ
ウ
マ

チ
は
５０
歳
の
１
８
９
２
年
頃
に

始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
。
病
状
の

進
行
と
と
も
に
手
指
の
変
形
や

い
く
つ
か
を
生
み
出
し
た
と
さ

え
言
わ
れ
て
い
る
。
車
椅
子
に

座
り
な
が
ら
も
高
さ
５
フ
ィ
ー

ト
、
幅
３
フ
ィ
ー
ト
の
大
作「
狩

人
姿
の
ジ
ャ
ン
・
ル
ノ
ワ
ー
ル
」

（
１
９
１
０
）
を
完
成
さ
せ
、

批
評
家
た
ち
の
「
関
節
リ
ウ
マ

チ
で
小
さ
な
作
品
や
水
平
な
作

品
し
か
描
け
な
い
」
と
い
う
批

判
に
答
え
た
。

　

「
な
ぜ
芸
術
が
美
し
く
あ
っ

て
は
い
け
な
い
の
か
？
こ
の
世

に
は
す
で
に
十
分
に
不
快
な
こ

と
が
あ
る
」
と
い
う
言
葉
は
、

困
難
に
直
面
し
た
と
き
の
彼
の

人
生
哲
学
を
端
的
に
表
し
て
い

る
。
彼
の
作
品
が
今
な
お
多
く

の
人
々
に
愛
さ
れ
続
け
て
い
る

の
は
、
そ
の
美
し
さ
だ
け
で
な

く
、
逆
境
を
乗
り
越
え
る
人
間

の
精
神
力
の
証
左
と
し
て
機
能

し
て
い
る
か
ら
な
の
か
も
し
れ

な
い
。

　手が変形しても絵筆を離さなかった印象派の

巨匠。 車椅子から描いた大作、 工夫された画

材の固定法。 現代の患者の生活の質 （QOL）

向上にも通じる、 適応と創意工夫の物語 （毎

月1回連載）。

慢性関節リウマチと闘った慢性関節リウマチと闘った

ルノワールの創造力ルノワールの創造力
川崎市川崎区　谷本　哲也

ピエール＝オーギュスト・ルノワ
ール『ピ アノに寄る娘たち』1886
年、オルセー美術館（事務局撮影）

医科学から

読み解く

西洋画家の物語
～第四回～

医科学から

読み解く

西洋画家の物語
～第四回～

新聞「銷夏特集号」投稿募集新聞「銷夏特集号」投稿募集
　保険医新聞「銷夏特集号」（2026年8月5・15日号）は、会員からの投稿を中心に作成い保険医新聞「銷夏特集号」（2026年8月5・15日号）は、会員からの投稿を中心に作成い
たします。たします。下記の自由投稿のほか、随筆、写真・絵画、俳句・短歌などの投稿もお待ち下記の自由投稿のほか、随筆、写真・絵画、俳句・短歌などの投稿もお待ち
しております。しております。

《投稿テーマ》なし（自由）《文字数》 《投稿テーマ》なし（自由）《文字数》 700文字以内“厳守”700文字以内“厳守”《締切り》 《締切り》 6月15日（月）必着6月15日（月）必着 

《送付先》郵送、FAX、メール〈kanahoi-shinbun@hoken-i.co.jp〉等でお送りください。《送付先》郵送、FAX、メール〈kanahoi-shinbun@hoken-i.co.jp〉等でお送りください。

　　　　 　　　　  ご不明点は新聞部まで（ ご不明点は新聞部まで（ ℡ ℡ 045-313-2111）。045-313-2111）。

※ 投稿は会員本人からの作品のみを受け付けさせていただきます。投稿者には薄謝を進呈いたします。※ 投稿は会員本人からの作品のみを受け付けさせていただきます。投稿者には薄謝を進呈いたします。

30

「疑義解釈資料の送付について（その2）」（令和8年4月

1日事務連絡）別添1の問89において、「（答）往診担当

日の前日以前に、往診医が当該保険医療機関に直接訪

問することによる対面での面談（中略）により、実施

すること。」とあるが、当該面談は、当該保険医療機

関外で行うことも可能か。

可能。その場合には、往診医は

往診担当日の往診前までに、当

該保険医療機関を訪問し、当該

保険医療機関の職員から、診療

録の記入方法、診療方針等の共

有を受ける必要がある。

31

「疑義解釈資料の送付について（その

2）」（令和8年4月1日事務連絡）別添1

の問89において、「（答）往診担当日の

前日以前に、往診医が当該保険医療機

関に直接訪問することによる対面での

面談（中略）により、実施すること。」

とあるが、令和8年6月までに往診医全

員に対面での面談を行うことが困難で

ある場合、どのように対応すればよいか。

診療方針等について十分に共有できるよう、

対面での面談の計画等の体制整備を進めてお

り、文書等により具体的な計画が分かるよう

に定めている場合は、令和8年12月31日までの

間に限り、24時間往診が可能な体制を満たす

ものとする。ただし、令和9年1月1日以降は、

往診を担当するのは対面で面談を行った医師

等に限ること。

【在宅療養支援診療所】（その4）
質問 回答

28

「疑義解釈資料の送付について（その2）」（令

和8年4月1日事務連絡）別添1の問91におい

て、予め文書で氏名等を提供している医師

についての面談の要件が示されているが、

連携型機能強化型在宅療養支援診療所の医

師であって、自院において訪問診療等に従

事している医師は、「当該保険医療機関にお

いて訪問診療等に従事している、又は訪問

診療等に従事している医師と同じ保険医療

機関内で日常的に対話をしている医師」に

含まれるか。

連携型機能強化型在宅療養支援診療所に

勤務する医師であって、自院において訪

問診療等を担当している医師（往診担当

日の前日又はそれ以前において当該保険

医療機関の診療録を閲覧できる医師であ

って、必要に応じて往診の対象となる患

者の診療方針等について訪問診療を行う

医師と共有している、当該保険医療機関

からの往診経験を10回以上有する往診担

当医師を含む。）の場合は、含まれるもの

とみなす。
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